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　　　外国人運転者に対する積極的な交通安全教育等の推進について（通達） 

　日本の在留外国人数や訪日外国人旅行者数は過去最高を更新し、日本の運転免許を保有

する外国人数も令和６年末には、約125万人と過去最高となっている。 

　その一方で外国人運転者による交通事故も増加しており、そのうち、無免許運転、飲酒

運転、ひき逃げといった悪質な交通違反が伴う交通事故も増加している。 

　本県においては、外国人運転者による交通事故件数は、現在までのところほぼ横ばいと

なっているものの、日本の運転免許を有する外国人は本年５月末現在で3,964人と増加傾

 向にあり、全国的な情勢を踏まえれば、今後、交通事故も増加が懸念される状況にある。

　このような情勢を踏まえ、関係機関等が自ら行う交通安全教育と警察が行う広報啓発活

動の両輪により、外国人運転者による交通事故の防止に向けた取組を強化されたい。 

 記

１　外国人雇用事業者等による外国人運転者向け交通安全教育の推進 

　　特定技能制度の受入れ機関として外国人を雇用する事業者や登録支援機関と連携して、

　これらの事業者や関係機関等による外国人運転者向けの交通安全教育を行うよう働き掛

 　けること。

なお、外国人を雇用する安全運転管理者選任事業者に対しては、「運転者に対する安

全運転指導」は安全運転管理者の業務であることを説明した上で、外国人運転者に対し

ても、交通事故、交通違反の防止に向けた安全運転指導を行うように働き掛けること。

　また、安全運転管理者を選任するに満たない事業者に対しても、雇用者等に対して同

 様な働き掛けを行うこと。

　　交通安全教室等を開催する場合は、講師として警察官を派遣できることや交通安全教

育教材の提供が出来る旨を伝達し、より効果的な交通安全教育が遂行できるよう協力す

 ること。

２　外国人運転者に対する広報啓発の推進 

  (1)  広報啓発の内容

 　　ア　悪質性・危険性の高い交通違反に係る罰則等の周知

　　　　無免許運転、飲酒運転等は、交通事故に直結する悪質性・危険性の高い交通違反

　　　であり、重い罰則や行政処分が科せられることについて罰則等を示して周知を図る

 　　　こと。　　

 　　イ　基本的な交通ルール及び道路標識の周知

 　　　○　日本の道路は、左側通行であるため

 　　　　・右左折時において対向車線に入らないこと

 　　　　・特に誤進入による高速道路上での逆送に注意すること

　　　○　一時停止標識は、国際連合道路標識では、赤色八角形である

 　　　　が、日本では赤色の逆三角形であること

国際連合道路標識 
（一時停止）



 　　　○　赤信号（青色の矢印信号が出ている場合を除く。）では右左折は出来ないこと

　　等の基本的な交通ルールや海外と日本の信号機・道路標識の違いについて、周知を図

 　　ること。

  (2)  広報啓発の要領

　　　各市町村の観光担当部署や観光協会、外国人が多く居住する地域の町内会等と連携

　　した広報啓発活動のほか、外国人向けの日本語教室が管内に所在している場合は（別

　　添「日本語教室一覧」参照。）、日本語教室職員と連携して受講者に対する広報啓発

 　　を行うなど、地域の実情に応じた効果的な広報啓発活動を行うこと。

３　その他 

　　外国人運転者に対する交通安全教育や広報啓発活動を行うに当たっては、警察庁にお

　いて作成した、交通ルールについて解説するリーフレットや動画を別途共有するので、

 　有効に活用されたい。
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